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今後のスケジュール（イメージ）

後期計画期間

４月 ５月 ６月 ７月下旬 10月 ２月～３月

答申 議会

① 総合計画審議会の常設化

② 進捗管理を所掌に追加

次期　計画

30年度 ３１年度 ３２年度 ３３年度 ３４年度 ３５年度 ３６年度

ｖ

ｖ

H31.5
前期計画総括・

まちづくり構想

点検着手

H32.5～7
・前期計画総括・

まちづくり構想点

検報告

・次期総合計画

諮問

H33.5～7
中間答申

（まちづくり構想

報告・まちづくり

基本計画着手）

v

H34.5
次期総合計画答申
H34.6
次期総合計画

議案上程
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③
進捗管理の手法等の
検討及び改善

参考 委員任期２年

後期計画　進捗管理 試行実施　　～ 本格実施

現任期 新任期２年（～H32.７月） 任期　２年（～H34.7月） 任期２年（～H36.7月）

総合計画審議会

施策評価

答申諮問

専門

部会
総会

専門

部会・・・

結果公表 予算公表

意見交換会など、分野

別計画との連携試行

随時反映

総会・

専門

部会



Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３ Ｈ３４ Ｈ３５

総合
計画

前期計画

後期計画

① 総合計画の進捗管理の強化 →継続設置など

総合計画
審議会

総合計画
審議会

総合計画審議会
総合計画
審議会

継続 継続

② 部門別計画との連携強化→継続して方向性を確認
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方 方

進捗管理イメージ

分野別
計画

次期計画

地域福祉計画

次世代育成支援対策推進計画

地域いきいき健康プランあまがさき

次期 地域福祉計画

次期、次世代育成支援対策推進計画

環境モデル都市アクションプラン 次期、環境モデル都市アクションプラン

方
向
性
の
確
認

改定

改定

改定

改定

方
向
性
の
確
認



○尼崎市総合計画審議会条例
昭和５２年１０月６日
条例第４２号
改正 平成２１年５月２１日条例第１９号
（設置）

第１条 本市の総合計画に関する重要な事項について、市長
の諮問に応じ、調査審議させるため、尼崎市総合計画審議会
（以下「審議会」という。）を置く。
（平２１条例１９・一部改正）
（組織）
第２条 審議会は、委員３５人以内で組織する。

２ 委員は、総合計画について知識経験を有する者及び市議
会議員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

３ 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解
嘱され、又は解任されるものとする。

（部会）

第６条 審議会は、必要に応じ、その所掌事項を分掌させる
ため、部会を置くことができる。
２ 部会は、会長が指名する委員で組織する。

３ 部会に部会長を置き、部会長は、当該部会に属する委員
のうちから会長が指名する。

４ 第３条第２項及び第３項並びに第４条の規定は、部会につ
いて準用する。
（平２１条例１９・追加）
（意見の聴取等）

第７条 審議会及び部会は、必要があると認めるときは、委
員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説
明若しくは資料の提出を求めることができる。
（平２１条例１９・旧第６条繰下・一部改正）
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嘱され、又は解任されるものとする。
（平２１条例１９・一部改正）
（会長等）
第３条 審議会に、会長を置き、委員の互選により定める。
２ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらか
じめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
（招集）
第４条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
（会議）

第５条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を
開くことができない。

２ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の
ときは、会長の決するところによる。

（平２１条例１９・旧第６条繰下・一部改正）
（委任）

第８条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営につい
て必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
（平２１条例１９・旧第７条繰下・一部改正）
付 則
（施行期日）
１ この条例は、規則で定める日から施行する。

（昭和５３年１月２０日規則２号で、昭和５３年１月２１日から施
行）
（招集の特例）

２ 最初に招集される審議会は、第４条の規定にかかわらず、
市長が招集する。
付 則（平成２１年５月２１日条例第１９号）
この条例は、公布の日から施行する。


